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大学院教育振興施策要綱の現状について 
 
 平成１７年９月の「新時代の大学院教育」（中央教育審議会答申）を踏まえ、平成１８年３月

に「大学院教育振興施策要綱」（以下「施策要綱」という）が策定され、３年余りが経過した。

この間、大学院設置基準の改正や大学院教育の支援事業等を通じ、大学院教育の実質化が着実に

進展してきている一方、新たな諸課題も顕在化しつつある状況にある。 
 こうした状況下で、「中央教育審議会大学院部会における審議経過（案）」をとりまとめるに

あたり、施策要綱に基づくこれまでの成果と課題について、大学院部会での議論や文部科学省が

これまでに実施している調査結果等に基づき整理した。今後は、この整理を踏まえた上で、施策

要綱の更なる検証を行い、大学院教育改革の推進方策を明らかにしていく必要がある。 
 
 
１．大学院教育の実質化に係る検証について 
 
（１）課程制大学院制度の趣旨に沿った教育の課程と研究指導の確立 
 

【施策要綱の記載内容】 
 ア 各課程・専攻ごとの人材養成目的の明確化と教育の実質化 

 大学院においては、学部段階における教養教育とこれに十分裏打ちされた専門的素養の上

に立ち、専門性の一層の向上を図るための、深い知的学識を涵養する教育を行うことが基本

であり、各大学院が体系的なカリキュラムを提供し、組織的な教育展開を強化するため、各

課程（修士課程、博士課程、専門職学位課程）、専攻ごとにそれぞれの人材養成目的を明ら

かにすることを各大学に求め、それに即した教育研究体制の構築や教育研究活動の実施を促

進する。 
  

① 主な取り組みについて 
・平成１８年３月の大学院設置基準の改正により、各大学院は、人材養成目的を研究科又は 

専攻ごとに策定し公表することが義務付けられた。 
・「魅力ある大学院教育」イニシアティブ、大学院教育改革支援プログラム等により、大学院

教育の実質化等を目的とした、大学院教育の優れた組織的・体系的な取組への支援を実施し

た（平成１８年度は３５大学４６件、平成１９年度は６１大学１２６件、平成２０年度は４

７大学６６件を採択した）。また、これらのプログラムにおける各取組のホームページ作成、

概要集等の作成、大学教育改革プログラム合同フォーラムの開催等を実施した。 
 

② 現状について 
○人材養成目的の明示等 

 平成２１年度段階で、全学的な人材育成目的を学則等において設定しているものは約８

５％である一方、研究科ごとだと約７９％、専攻ごとだと約５４％であり、専攻ごとの人材

育成目的の設定は未だ十分ではない状況である（図表１）。 
 

○学位授与の方針に基づいた体系的な教育課程の編成等 
 学位授与の方針に基づいた体系的な教育課程の編成については、約９０％の大学において

実施している。教育方法については、例えば、企業等と連携しての実地研修やプロジェクト

参画等のインターンシップ（約５２％）、キャリア教育等を通じたキャリアパス形成（約４
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２％）、海外の大学等と連携した教育研究（約６３％）、英語による論文作成、プレゼンテ

ーション能力やコミュニケーション能力等の実践的能力の育成（約６１％）、教育研究の成

果を生かした教材開発（約４２％）となっており、取組が十分に進んでいるとは言えない状

況である（図表１）。 
 
 

 
【施策要綱の記載内容】 

 イ 教員組織体制の見直し等 
各課程の人材養成目的に即して、多様な形で、教育研究体制の構築や研究活動を実施でき

るよう条件整備を図る。また、関係する教員が、養成しようとする人材像についての認識を

組織的に共有し、学生に修得させるべき知識・能力の具体化を図るとともに、社会の要請等

に的確に対応した人材養成を行っているかどうかを互いに確認することを促進する。 
 

① 主な取り組みについて 
・平成１８年３月の大学院設置基準の改正により、各大学院は、授業・研究指導の改善のため

の組織的な研修及び研究（＝ＦＤ）を実施すること、成績評価基準を明示すること、厳格な

成績評価・修了認定を実施すること等が義務付けられた。 
・平成１８年３月の大学設置基準の改正により、新たな職として創設された「助教」が「専任

教員」として位置づけられた。また、教員組織の編成について、各大学が教員の適切な役割

分担と相互の連携体制を確保した上で、人材養成目的に応じて自由に設計できることが明確

化された。 
 

② 現状について  
○大学教員の意識改革 

平成２０年度段階で、ＦＤを実施している大学は約８７％であり、未だＦＤを実施してい

ない大学も見られる。また、大学院の進学に関し、進学者選抜方針が明示され、同方針に基

づき学生の意欲や能力を適切に評価していると回答している大学は約８３％である（図表１）。 
 

○成績評価基準等の明示 
  平成２０年度段階で、成績評価基準等を明示するとともに、適切な指導を通じて標準年限

内の学位授与が可能な体制を整備していると回答している大学は約９３％である（図表１）。 
 
 
 

【施策要綱の記載内容】 
 ウ 教育の課程の編成の柔軟化 

各課程の人材養成目的に応じた柔軟な教育の課程の編成と単位制度の実質化のための条件

整備を図る。 
 
① 主な取り組みについて 
・平成１８年３月の大学院設置基準の改正により、講義、演習、実験等二以上の方法を併用す

る授業科目の単位の考え方を明確化した。また、修士課程及び博士課程（前期）の修了要件

について、各課程の目的に応じて、修士論文等一定の学修効果の審査を課すことが明確化さ

れた。 
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② 現状について  

   平成２０年度段階で、履修指導、講義・実習、実験等の組合せ、少人数教育・フィールド

授業などの教育方法の工夫を行っている大学は約９５％であり、多くの大学において教育課

程の編成の柔軟化に取り組んでいる。 
   大学院の進学に関し、進学者選抜方針が明示され、同方針に基づき、学生の意欲や能力を

適切に評価している大学は、約８３％である。また、学位授与までの教育プロセスを管理し

ている大学は、約９９％である。 
 
 
 

【施策要綱の記載内容】 
エ 円滑な博士の学位授与の促進 

厳格な成績評価と適切な研究指導により、標準修業年限内に学位を授与することのできる

体制の整備等を促進し、課程制大学院制度の趣旨の徹底を図る。  
 

① 主な取り組みについて 
・平成１８年３月の大学院設置基準の改正により、各大学院は、成績評価基準を明示すること、

厳格な成績評価・修了認定を実施すること等が義務付けられた。 
 

② 現状について  
平成２０年度段階で、成績評価基準等を明示するとともに、適切な指導を通じて標準年限

内の学位授与が可能な体制を整備していると回答している大学は約９３％である（図表１）。

学位授与の円滑化に関する取組として、具体的には、公開での論文発表会の開催、学位の年

間複数回申請の仕組みの整備、中間発表の実施、留学生に英語等による論文作成を認めるこ

と、複数の指導教員による論文指導体制の構築、学外審査委員の登用が半数以上の研究科に

おいて実施されている（図表２）。 
しかし、平成１８年度において、標準修業年限内に学位授与を行っているのは全体で約４

４％程度であり、人文科学では約１０％、社会科学では約１８％と低調である（図表３）。 
この点に関し、米国では、大学院において学位を取得するために、入学２年目終了時の適

性試験に合格した上で、プロポーサル試験（自身の論文以外の研究内容について概要を説明

し、質疑に対して適切に対応できるかどうかを確かめる試験。研究の背景にある基礎的な内

容の理解度も試される。）やキューム（抜打ち試験）等をクリアする必要がある仕組みであ

り、このことにより、学位の授与を行うまでの段階的な指導が確保されている（図表４、５）。 
 
 
（２）学生に対する修学上の支援 
 

【施策要綱の記載内容】 
 博士課程（後期）在学者等を対象として、TA（ティーチングアシスタント）・RA（リサ

ーチアシスタント）をはじめとした経済的支援の強化を図る。また、多様な学修歴を持つ学

生が互いに切磋琢磨しながら自らの能力を磨いていく環境を醸成するため、学生の流動性の

拡大を図る。 
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 ① 主な取り組みについて 
 ・特別研究員事業や競争的経費（グローバルＣＯＥプログラム等）の拡充を通じて、博士課程

（後期）在学者等への経済的支援を実施した。 
 ・（独）日本学生支援機構による奨学金の予約採用者の決定時期について、早期化及び複数回

化を図るとともに、予約採用者の対象に大学院入学内定前の者も含めることとした。 
 
 ② 現状について 
 ○学生に対する経済的支援 
   博士課程進学の決断を阻害する要因として、「在学中の生活保障がないこと」などが優位

な要因としてあげられており、学生に対する経済的支援が課題となっている（図表６）。 
   大学院在学中の経済的支援としては、奨学金、授業料減免及びＴＡやＲＡ等があるが、修

士課程の学生については、その約４３％が奨学金を受けており、約３５％がＴＡとしての給

付を受けており、約１１％が授業料減免を受けている（図表７）。 
博士課程の学生については、その約３０％が奨学金を受けており、約２２％がＴＡとして

の給付を受けており、約１４％がＲＡとしての給付を受けており、約６％がフェローシップ

としての給付を受けており、約２１％が授業料減免を受けている（図表８）。これらを組み

合わせて、約４８％の博士課程の学生が何らかの経済的支援を受けており、特に、理工農学

の学生については、理学８９％、工学７４％、農学７６％と、経済的支援を受ける者の割合

が高い反面、人文科学・社会科学の学生は、約４３％であり、学問分野によって違いが生じ

ている（図表９）。 
   その一方、米国では、学生として研究室で受け入れた以上、ＴＡやＲＡで雇用しており、

フェローシップやトレーニーシップ等と合わせると、約６５％の学生が何らかの経済的支援

を受け、約４０％が生活費相当額の支給を受けている（図表１０）。 
 
 ○学生の流動化について 
   修士課程においては、他の大学等からの入学者の割合は約３３％、他の分野からの入学者

の割合は約１５％であり、博士課程においては、他の大学等からの入学者の割合は約３４％、

他の分野からの入学者の割合は９％である。全体的には、他の大学等・分野からの入学者の

割合は、増加傾向にある（図表１１）。 
   ３８％の大学においては、多様な学修歴を有する学生に対して、当該課程の履修に必要な

学修を補完する教育の提供を行っており、１９％の大学が補完的な教育プログラムの策定に

ついて検討している（図表１２）。 
 
 
（３）若手教員等の教育研究環境の改善 
 

【施策要綱の記載内容】 
 博士課程学生、ポスドク、助教等の若手教員等が安全で効果的に教育研究に専念できる教

育研究環境の整備を進めるため、計画的な施設整備の充実を支援する。その際、若手教員等

のスペースの確保等に向けた施設マネジメントの取組みを促す。 
 また、博士課程学生、ポスドク、助教等の各段階に応じて体系的に支援を実施するともに、

流動性の拡大を図る。 
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 ① 主な取り組みについて 
 ・「第２次国立大学等施設緊急整備５か年計画」に基づき、国立大学法人等の施設整備を重点

的・計画的に支援するとともに、施設マネジメントの取組みを促進した。 
 ・科学技術研究費補助金による若手研究者向け研究費を充実した。また、科学技術振興調整費

により、若手研究者に自立性と活躍の機会を与える仕組みを導入する大学等を支援した。 
 
 ② 現状について 
  大学教員の教育機能を充実させるための専門的能力を有する大学職員の採用等の体制整備を

行っていると回答している大学が約４４％あるが（図表１）、これを米国と比較すると、技術

を補佐するテクニカルスタッフの層や、外部資金獲得のための研究マネジメントを行う事務職

員等の研究支援体制が違う状態である。 
  具体的には、英独仏等の研究者１人あたりの研究支援者数については０．７人程度であるの

に対し、我が国の研究者１人あたりの研究支援者は、０．２７人に過ぎない（図表１３）。こ

ういう現状に関し、我が国の代表的な研究者等に意識調査をした結果、１０点満点の内、研究

支援者の状況は「１．９」と非常に不十分と考えている状況が示されている（図表１４）。 
  一方、大学職員の能力開発（ＳＤ：スタッフディベロップメント）を実施している大学は約

７５％になるが（図表１５）、その大部分が、大学団体等が実施する研修会に職員を参加させ

る等の取組である。 
 
 
（４）産業界等と連携した人材養成機能の強化 
 

【施策要綱の記載内容】 
 人材養成における産業界と大学院の協力関係を推進し、産業界等社会のニーズと大学院教

育のマッチングを促進する。 
 また、多様な学修歴を持つ社会人の大学院教育に対する期待にこたえるため、大学院教育

へのアクセスの拡大を一層推進する。 
 
 ① 主な取り組みについて 
 ・先導的ＩＴスペシャリスト育成推進プログラム、産学連携による実践型人材育成事業、科学

技術振興調整費等により、関連する教育プログラム等への財政支援を行った。 
 ・平成１９年６月の学校教育法の一部改正により、特別の課程を修了した者に対して、履修証

明書が交付できるようになった。 
 
 ② 現状について 
  就職率に関しては、理工農学系や医療系はある程度高い値を維持しているが、人文科学系及

び社会科学の博士課程修了者の就職率は低調である。 

  また、社会人の大学院への受入状況に関し、修士課程については、近年横ばい傾向にあるが、

平成３年に比べれば、約３．８倍に増加（2,233 人から 8,470 人）しており、博士課程につい

ては、引き続き増加傾向にあり、平成３年に比べれば、約１１．８倍に増加（460 人から 5,417
人）しており、博士課程を中心として社会人の大学院受入が進んでいる（図表１６、１７）。 

  各大学院においては、７０％がリカレント教育（職業人を中心とした社会人に対して、学校

教育の修了後、いったん社会に出てから行われる教育）の実施あるいは実施に向けた検討を行

っている。（資料１８） 
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（５）各分野のバランスのとれた発展 
 

【施策要綱の記載内容】 
 人文・社会科学、自然科学の各分野における人材養成機能や研究機能のバランスのとれた

充実・発展を図るため、社会の要請も踏まえつつ、特に、現状では、国際的に見て大学院在

学者の割合が低い人文・社会科学系の大学院の強化を図る。 
 また、大学院における専門応用能力を培う機能を高めるため、人材養成目的に応じ、地球

環境、人口、経済等の現代的諸問題の分析・解決に資する、人文・社会科学及び自然科学分

野の適切な連携による教育の充実を図る。 
 
 ① 主な取り組みについて 
 ・「大学院教育改革支援プログラム」等の事業において、人文・社会科学系の取組を重点的に

支援した。 
 ・「政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業」等、人文・社会科学系の優れ

た研究を支援する事業を開始した。 
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２．国際的な通用性・信頼性の向上に係る検証について 
 
（１）実効性ある大学院評価の取組の推進 
 

【施策要綱の記載内容】 
 専門分野別自己点検・評価の促進を図るとともに、専門分野別第三者評価の形成・導入支

援を行う。 
 なお、専門職大学院の認証評価については、法科大学院以外の各分野についても適切な評

価がなされるよう取り組む。 
 
 ① 主な取り組みについて 
 ・各大学院の専門分野自己点検・評価の実施について、大学院活動状況調査の実施により促し

た。 
・平成１８年３月の大学設置基準の改正により、「専任教員」の考え方を明確化した。 
・大学院及び専門職大学院の審査の観点について、大学設置分科会においてとりまとめるとと

もに、「大学の設置等の認可の申請及び届出に係る手続等に関する規則（平成１８年文部科

学省令第１２号）」を制定し、大学院大学の申請期限を変更した。 
  

② 現状について 
  専門分野ごとの自己点検・評価について、全ての研究科又は専攻で実施している大学院は約

５２％、一部の研究科又は専攻で実施している大学院は約１２％であり、これらの取組の実施

状況は着実に進展している（図表１９）。 
 
 
（２）国際貢献・交流活動の活性化 
 

【施策要綱の記載内容】 
 各大学院における教育研究を通じた国際貢献・交流を推進するための国際化戦略を支援し、

先進的な取組等について公表する。 
 国際的な大学の質の保証に関する協議に積極的に参加・貢献する。 

 
 ① 主な取り組みについて 
 ・「大学教育の国際化加速プログラム」等により、各大学院の国際化戦略を支援した。 
 ・外国人留学生奨学金制度の充実や、留学生宿舎の確保等により、留学生支援体制の充実を図

った。 
 ・ユネスコの「高等教育機関に関する情報ポータル」構築に参加した。 
 
 ② 現状について 

平成１９年度時点において、修士・博士・専門職学位課程の外国人学生の割合は約１８％で

あり、増加傾向にある一方、外国人教員（本務者）の割合は約３．４％であり、その割合は若

干減少傾向にある（図表２０）。 
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３．国際競争力のある卓越した教育研究拠点の形成に係る検証について 
 

【施策要綱の記載内容】 
 創造性、柔軟性豊かな質の高い研究者等の養成が期待される大学院（専攻）を重点的に支

援する。 
 
 ① 主な取り組みについて 

・グローバルＣＯＥプログラムとして、国際的に卓越した教育研究拠点１４０拠点の形成を支

援した（平成１９年度６３拠点、平成２０年度６８拠点、平成２１年度９拠点）。 
 ・国立大学法人及び私立大学の施設・設備に対する支援を行った。 
 
 ② 現状について 
  現在の拠点形成事業の効果として、拠点での教育研究を通じて、国内外の一流の研究者等と

の交流や他大学の学生との切磋琢磨の機会があること、海外留学や学会での発表が多く、プレ

ゼンテーション能力やコミュニケーション能力が高まるとともに、自立した研究者としての意

識の高揚が見られたこと、ＴＡやＲＡとして経済的支援を受けるとともに、ＴＡやＲＡとして

働くことを通じて教育のスキルや自立した研究者として研究するためのスキルが育成される

こと、教育研究環境の国際化が進み、英語による発表やディスカッション等が促進されたこと、

学生や教員の流動性が高まり外国人教員や留学生が増えたことなどがある。 
 



大学院を置く国公私立大学（597大学）に対してアンケートを実施した結果は以下
の通り（平成２１年３月時点の状況）

□ 人材の養成に関する目的その他の教育上の目的の学則等への規定状況

・全学的な目的を定めている大学 84.5％（国立:94.1％、公立:82.8％、私立:83.0％）

・研究科ごとに目的を規定している大学 78.8％（国立:90.6％、公立:65.5％、私立:78.5％）

・専攻ごとに目的を規定している大学 53.8％（国立:78.8％、公立:37.9％、私立:51.2％）

○調査結果の概要 （回収率約95％）

図表１ 大学院教育の実質化状況について（調査結果）

参考 大学院活動状況調査（平成１９年度の状況）

・大学院設置基準改正後に、研究科又は専攻ごとの人材養成に関する目的を明確にする
ために学則等の改正を行った大学 61.8％

全体 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 90.3% 96.5% 87.9% 89.3%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (12.6%) (25.9%) (13.8%) (9.7%)

実施していない 9.2% 2.4% 12.1% 10.2%

実施している 52.4% 85.9% 51.7% 45.7%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (26.9%) (56.5%) (31.0%) (20.4%)

実施していない 47.3% 14.1% 48.3% 53.8%

実施している 42.1% 75.3% 46.6% 34.8%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (21.8%) (50.6%) (20.7%) (16.1%)

実施していない 56.8% 24.7% 53.4% 63.7%

実施している 62.8% 96.5% 67.2% 55.5%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (25.7%) (45.9%) (19.0%) (22.5%)

実施していない 36.3% 2.4% 32.8% 43.6%

実施している 60.5% 90.6% 62.1% 54.3%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (24.1%) (49.4%) (22.4%) (19.2%)

実施していない 38.9% 9.4% 37.9% 45.0%

実施している 42.3% 83.5% 37.9% 34.6%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (21.6%) (55.3%) (13.8%) (15.9%)

実施していない 56.6% 16.5% 62.1% 64.0%

教育の標準化、高度化のために、教育研
究の成果を活かして教材開発を行っている

学位授与の方針に基づき、知識・技能をそ
れぞれの学年で修得すべきレベルに応じ
て計画的に配置し、体系的に身に付けさせ
るよう教育課程を編成している

【目的に沿った体系的な教育課程の編成】

インターンシップ（企業等と連携しての実地
研修、プロジェクト参画）を実施している

キャリア教育等を通じて、キャリアパス形成
に関する指導を実施している

海外の大学や研究機関等と連携した（学生
交流、教員招聘等による）教育研究を実施
している

セミナー、学会発表、技能・資格試験等を
通じて英語による論文作成能力、プレゼン
テーション能力、コミュニケーション能力等
の実践的能力を養成している

９



全体 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 82.5% 90.6% 75.9% 81.8%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (11.2%) (22.4%) (10.3%) (9.0%)

実施していない 16.5% 5.9% 24.1% 17.5%

【大学院進学準備における審査】

大学院の進学に関し、進学者選抜方針が
明示され、同方針に基づき、学生の意欲や
能力を適切に評価している

全体 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 93.3% 96.5% 91.4% 92.9%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (8.0%) (14.1%) (10.3%) (6.4%)

実施していない 6.4% 3.5% 8.6% 6.6%

【成績評価基準等の明示】

厳格な成績評価と適切な研究指導により、
標準修業年限内に学位を授与することの
できる体制を整備している

全体 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 86.5% 97.6% 93.1% 83.4%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (11.0%) (16.5%) (13.8%) (9.5%)

実施していない 12.7% 2.4% 6.9% 15.6%

【ＦＤの実施体制等】

授業及び研究指導の改善を図るための組
織的な研修及び研究（ＦＤ）を実施している

全体 国立大学 公立大学 私立大学

実施している 43.7% 72.9% 32.8% 39.3%

うち一部の研究科等
においてのみ実施 (20.9%) (50.6%) (10.3%) (16.4%)

実施していない 55.6% 27.1% 67.2% 59.7%

教員の業務を支援し、協働で業務の推進
に取り組むことのできる、専門的知識を有
する大学職員を雇用し、教員が教育研究
に専念できる体制を構築している

【教員組織の整備等】

図表２ 博士の学位授与の円滑化に関する取組状況

1.8%

10.0%

11.9%

59.1%

56.4%

6.0%

53.6%

66.7%

32.7%

34.9%

62.1%

27.9%

59.6%

29.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

⑭実施・検討なし

⑬検討中

⑫その他の取組

⑪留学生に英語等での論文作成を認める

⑩複数教員による論文指導体制

⑨指導教官は原則論文審査非関与

⑧学外審査委員の登用

⑦公開での論文発表会

⑥ｵﾌｨｽｱﾜｰ(論文指導時間の確保)

⑤論文作成に係る研究を単位認定

④複数回学位申請

③研究遂行能力の把握

②研究進捗状況の中間発表

①ｺｰｽﾜｰｸ修了時の学力審査

実施割合出典：平成19年度大学院活動状況調査（平成20年12月）

10



9.9%

17.7%

50.3% 51.6% 51.0%

25.7%

31.3%
33.0%

7.1%

31.7%

20.4%

38.7%
42.6%

22.6%

43.5%

56.2%

46.1%

15.1%

32.3%

56.2%

52.9%52.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

人
文

社
会

社
会

科
学

理
学

工
学

農
学

保
健

家
政

教
育

芸
術

そ
の

他
合

計

標
準

就
業

年
内

で
の

学
位

授
与

率

平成18年度まで

平成17年度まで

図表３ 博士の標準修業年限内での学位授与率

出典：平成19年度大学院活動状況調査（平成20年12月）、平成18年度大学院活動状況調査（平成19年７月）

大学・研究機関

図表４ 日本の大学院教育システム

１年
２年

４年
３年

１年

２年

４年

３年

５年

民間企業 研究補助職・そ
の他

研究・開発職

卒業
入学選抜

＜学部教育＞

就職 就職 就職

＜大学院教育＞

一貫制博士課程修士課程

１年

２年

４年

３年

５年

区分制博士課程

修士修了

博士修了

１年

２年

学部数
合計：２０７９
国立：３７１
公立：１６７
私立：１５４１

研究科数
合計：６３
国立：１５
公立：１
私立：４７

研究科数
合計：1070
国立：２８０
公立：１０１
私立：６８９

研究科数
合計：461
国立：９８
公立：３９
私立：３２４
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図表５ アメリカの大学院教育システム（理工系）

１年
２年

４年
３年

１年

２年
１年

２年

４年

３年

５年

民間企業 研究補助職・その他 研究・開発職 研究機関

卒業

修了

修了

適性試験

入学選抜

＜学部教育＞

TAサポート

RAサポート

（研究報酬）

就職 就職 就職

経済的サ
ポートな

し

＜大学院教育＞

修士・博士一貫コース修士コース

①ダブルMajorの取得

進路変更の容易化

進学する上で、学部成績を重視

②意欲ある学生を伸ばすシステム（若い時期から研究室訪問、論
文作成）

③GRE・TOEFL

④エッセイ＋推薦書の選抜形式

⑤外部の大学からの学生の優先

⑥コアコースの履修

⑦自己の研究のプレゼンテーション

⑧プロポーザル訓練

⑨キューム（抜き打ち式筆記試験）

※菅委員提出図表から抜粋

図表６ 博士課程進学の阻害要因（アンケート調査結果）
 【Q.4】あなたにとって、博士課程進学の決断を阻害する要素は何ですか。次の中からあて

はまるものをお知らせください。

5.5

30.1

16.6

5.6

13.1

5.5

3.7

29.2

1.8

6.7

11.8

3.4

4.1

9.3

13.4

38.7

26.5

18.1

23.7

11.1

7.5

26.4

13.2

7.9

15.4

11.1

3.6

32.1

1.1

8.9

10.0

3.9

2.9

7.9

18.6

42.1

36.8

26.4

32.9

7.1

15.0

0.0

15.0

20.0

15.0

0.0

5.0

35.0

0.0

0.0

10.0

10.0

10.0

10.0

25.0

45.0

10.0

0.0

0.0

15.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

国際的に高いレベルの研究に取り組めないこと

研究レベルについて行く事が難しそうであること

自分の研究したいテーマが充実していないこと

研究施設・設備が整っていないこと

自分にとって魅力的な指導者がいないこと

研究室での充実した研究指導が行われていないこと

目的に応じて計画的に組まれた講義・演習が

行われていないこと

在学中の生活水準が保障されていないこと

教員や他の学生との議論の場が少ないこと

修士課程から博士課程への進学に当たって、

研究室・大学・専攻を変えることが困難であること

生み出した知見が社会で理解・活用されないこと

研究成果に応じて賞賛・名誉を受ける場がないこと

周囲の優れた人材が進学していないこと

在学中の社会的ステータスが低いこと

博士取得後の社会的ステータスが低いこと

博士課程に進学するよりも企業で働くほうが魅力的であること

大学・公的研究機関の研究者としての就職の見込みがないこと

企業の研究者としての就職の見込みがないこと

研究者以外の職業（企業・官公庁への一般就職等）への

就職の見込みがないこと

その他

　

学部 (N=871)
修士課程 (N=280)
その他 (N=20)

 
【Q.5】博士課程が今よりもさらに魅力的になるためには、あなたはどのような活動や

研究の舞台・仕組みが充実するべきだと思いますか。

28.8

15.9

17.0

11.0

24.9

10.8

52.5

34.0

9.9

18.1

39.7

0.8

25.0

16.4

13.1

7.0

25.4

12.9

56.1

33.3

7.4

17.4

57.2

1.6

32.4

16.2

27.0

8.1

21.6

13.5

54.1

27.0

8.1

10.8

35.1

0.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

自分自身の研究についてその内容及び時間に裁量があること

分野・専攻を超えた学問交流・融合

国際的な学術交流　（海外での研究インターン、海外の

大学への留学、国際学会、海外機関との共同研究など）

目的に応じて計画的に組まれた講義・演習

指導者・研究者としての教官の質の高さ

教育・研究指導を受ける機会

学費・生活費に対する経済的支援

企業との関わり（連携授業、共同研究、

インターンシップなど）

大学発ベンチャー企業での活動

社会との関わり（学会・学術会以外の

一般社会に向けた情報発信など）

博士課程に対応した就職支援の取り組み

その他

　

学部 (N=1,935)
修士課程 (N=556)
その他 (N=37)

（株）野村総合研究所が実施したアンケート調査の結果より抜粋

実施方法：インターネットリサーチ
調査期間：2008年12月15日（月）～2008年12月22日（月）
回収サンプル数：2,528
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授業料減免
●私立大学 ０．０７万人 （1.0％）（延べ人数） / ２億円（H20実績） ＊国は左記の事業費の1/2以内を補助（０．７億円）

授業料減免
●国立大学 １．８万人 （１８．９％）（実人数） / ６０億円（H19実績）

大学院修士課程

奨
学
金

授
業
料
減
免
等

給

与

団
体

民
間

＊（ ）は全学生に占める対象者の割合

〔参考〕

学生数：１６．５万人
（国立） 学生数：９．５万人
（公立） 学生数：１．０万人
（私立） 学生数：６．１万人

修士全体延べ数：１５．５万人

民間団体等（公益法人・学校等）奨学金（平成１５年奨学事業に関する実態調査）

●大学院 1.1万人/ 56億円 １人当たり 月額 4.2万円
(貸与:11.6%)   (給与:49.0%)   (給与・貸与:39.4%)   

（独）日本学生支援機構奨学金 貸与総人数：７．１万人（４２．６％） / 貸与総額： ７５０億円 （H19実績） 1人当たり月額：8.9万円

●無利子奨学金事業：4.9万人（29.3%） /貸与総額：507億円 １人当たり月額：8.8万円
[人数]
・国立大学：3.2万人（32.6%） /貸与総額：332億円
・私立大学：1.7万人（24.6%） /貸与総額：175億円

●有利子奨学金事業：2.2万人（13.3%） /貸与総額：243億円 １人当たり月額：9.2万円
[人数]
・国立大学：1.4万人（14.7%） /貸与総額：146億円
・私立大学：0.8万人（11.2%） /貸与総額： 97億円

[単価]
・国私立大学共通

5万、又は8.8万円から選択

[単価]
・国私立大学共通

5,8,10,13,15万円から選択

【参考：延べ人数】 3.0万人 ※前期・後期それぞれをあわせた人数。
・全額免除： 1.0万人 /26億円
・半額免除等：2.0万人 /34億円

●ティーチング・アシスタント（TA） 全体数：５．８万人（３４．９％）（H18実績）
・国立大学：３．５万人（３７．５％）
・私立大学：２．１万人（３３．７％） 1人当たり月額：４．３万円（平成15年度国立学校特別会計）

１人当たり月額
・全額免除の場合：4.5万円（年額：53.6万円）
・半額免除の場合：2.2万円（年額：26.8万円）

【事業別内訳】（延べ人数）
・授業料減免： 0.01万人
・給付制奨学金： 0.05万人
・教育ローン利子給付：0.01万人

１人当たり月額２．４万円
・授業料減免の場合：2.8万円（年額：34万円）
・給付制奨学金の場合：2.6万円（年額：31.2万円）
・教育ローンの利子補給：0.3万円（年額：3.5）

1人当たり月額：
・国立大学：8．8万円
・私立大学：8．8万円

1人当たり月額：
・国立大学： 8．5万円
・私立大学：10．6万円

●業績優秀者返還免除（H19実績） ０．７万人/９３億円 １人当たり１３６万円

＊＊私立大学の数値は全てＨ２０実績からの推計

勤労学生の所得から27万円を控除できる（住民税では26万円の控除）。 （制度適用者約８万人）
・勤労学生とは、①勤労による所得があること、②所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
（＊給与所得者の場合、給与の収入金額が130万円以下であれば適用対象。（給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下）

③特定の学校（１条学校、専修・各種学校、一定の職業訓練施設）の学生や生徒であること。

図表７ 学生に対する経済的支援の全体像（大学院修士課程）

大学院博士課程

奨
学
金

授
業
料
減
免
等

給

与

団
体

民
間

〔参考〕

学生数：７．４万人
（国立） 学生数：５．２万人
（公立） 学生数：０．４万人
（私立） 学生数：１．８万人

●ティーチング・アシスタント（TA） 全体数：１．６万人（２１．６％）（H18実績）
・国立大学：１．２万人（２３．２％）
・私立大学：０．３万人（１８．４％）

１人当たり月額：４．３万円（平成15年度国立学校特別会計）

●リサーチ・アシスタント（RA） 全体数：１．０万人（１３．５％）（H18実績）
・国立大学：０．８万人（１６．１％）
・私立大学：０．２万人（８．５％）

１人当たり月額： ５万未満５２．８％、１５万以上２０．３％
(参考：平成19年度ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙCOE採択拠点平均値は10.3万円）

●フェローシップ（日本学術振興会特別研究員事業（DC）） 対象人数０．５万人（６．２％）/１１０億円（H21予定額） １人当たり月額２０万円

授業料減免
●国立大学 １．５万人（２９．３％）（実人数） / ５５億円（H19実績）

博士全体延べ数：９．２万人

民間団体等（公益法人・学校等）奨学金（平成１５年奨学事業に関する実態調査）

●大学院 1.1万人/ 56億円 １人当たり 月額 4.2万円
(貸与:11.6%)   (給与:49.0%)   (給与・貸与:39.4%)   

（独）日本学生支援機構奨学金 貸与総人数：１．６万人（２９．７％） / 貸与総額： ２１８億円 （H19年実績） 1人当たり月額：11.7万円

●無利子奨学金事業：1.4万人（27.4％） /貸与総額：203億円 １人当たり月額：12.2万円
[人数]

・国立大学：1.1万人（28.8%） /貸与総額：156億円
・私立大学：0.3万人（23.7%） /貸与総額： 47億円

●有利子奨学金事業 0.1万人（2.3％） /貸与総額：15億円 １人当たり月額：10.3万円
[人数]
・国立大学：0.08万人（2.1%） /貸与総額：10億円
・私立大学：0.04万人（2.9%） /貸与総額： 5億円

[単価]
・国私立大学共通

5,8,10,13,15万円から選択

[単価]
・国私立大学共通

8万、又は12.2万円から選択

【参考：延べ人数】 2.5万人 ※前期・後期それぞれをあわせた人数。

・全額免除： 0.7万人 /17億円
・半額免除等：1.8万人 /38億円

１人当たり月額
・全額免除の場合：4.5万円（年額：53.6万円）
・半額免除の場合：2.2万円（年額：26.8万円）

授業料減免
●私立大学 ０．０２万人（１．０％）（延べ人数） / ０．６億円（H20実績） ＊国は左記の事業費の1/2以内を補助（０．２億円）

１人当たり月額２．４万円
・授業料減免の場合：2.8万円（年額：34万円）
・給付制奨学金の場合：2.6万円（年額：31.2万円）
・教育ローンの利子補給：0.3万円（年額：3.5万円）

【事業別内訳】（延べ人数）
・授業料減免： 0.003万人
・給付制奨学金：0.01万人
・教育ローン利子給付：0.02万人

1人当たり月額：
・国立大学：12.2万円
・私立大学：12.2万円

1人当たり月額：
・国立大学：10.4万円
・私立大学：10.1万円

●業績優秀者返還免除（H19実績） ０．２万人/４６億円 １人当たり２６９万円

＊＊私立大学の数値は全てＨ２０実績からの推計

勤労学生の所得から27万円を控除できる（住民税では26万円の控除）。 （制度適用者約８万人）
・勤労学生とは、①勤労による所得があること、②所得金額が65万円以下で、しかも勤労によらない所得が10万円以下であること
（＊給与所得者の場合、給与の収入金額が130万円以下であれば適用対象。（給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下）

③特定の学校（１条学校、専修・各種学校、一定の職業訓練施設）の学生や生徒であること。

＊（ ）は全学生に占め
る対象者の割合図表８ 学生に対する経済的支援の全体像（大学院博士課程）

13



図表９ 我が国の博士課程学生に対する経済的支援の状況（分野別）

48.3%3615474907合 計

-975-不 明

24.3%269911089その他

28.0%670223898保 健

75.5%32594318農 学

73.6%1024413927工 学

89.0%57476460理 学

42.9%652815215人文・社会科学

割 合
経済的支援を

受ける学生数（※）
博士課程在学者数

◎平成17年度のデータ

（出典：文部科学省「学校基本調査」及び「大学・公的研究機関等におけるポストドクター等の雇用状況調査」）

（※）財源別にのべ人数を調査したものであり、調査期間内に財源が変更になる場合
や複数の財源から支援を受けている場合は重複計上となる。

図表１０ 米国における大学院学生に対する経済的支援の状況

139,420
（34.3%）

27,697
（6.8%）
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14,522
（3.6%）
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（9.0%）

406,653
（100.0%）

合 計

-
21755
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（17.9%）
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（13.8%）

4797
（1.2%）

28140
（6.9%）
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（45.1%）

大学・州など

-
5942
（1.5%）

1619
（0.4%）

58199
（14.3%）

9725
（2.4%）

8347
（2.1%）

83832
（20.6%）

連邦政府

自己負担その他
ティーチング
アシスタント

リサーチ
アシスタント

トレーニー

シップ
フェロー
シップ

大学院
学生数

財

源

支給額の目安

授業料＋生活費相当額
（給付型）

授業料＋α
（給付型）

◎米国における制度・財源別支援状況 （2005年（平成17年））
（※科学及び工学分野のフルタイム大学院学生を対象）

（出典：NSF,Science&Engineering Indicator 2008,
Appendix table 2-7）

（※支給額の目安は、一般的な状況を示したものであり、それぞれの
制度において保証されているわけではない。）

（参考）
■米国における大学の授業料（2004年度 平均年額）

州立大学 約５７万円 私立大学 約２１３万円
■ＲＡへの給付額（2003-2004年 コロンビア大学の例）

生物学 約２７０万円 機械工学 約１８０万円
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